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お知らせ

献血にご協力を　　　　　　　　
お願いします
と　き ： 9月10日（火）14：00～16：30
ところ ： 区役所 1階101会議室
内　容 ： 400mlの献血
対　象 ： 体重50㎏以上かつ17～69歳の方

男性は17歳以上、女性は18歳以上の方。なお、65歳以上
の方の献血については、健康を考慮して60～64歳の間に
献血経験のある方に限ります

※献血がはじめての方は、本人確認ができるもの（マイナ
ンバーカード、運転免許証など）をお持ちください

問合せ ： 大阪府赤十字血液センター
 ■☎ 6962-7001

申込不要
無　料

行政なんでも相談所

と　き ： 9月20日（金）13：00～16：00（受付は15：30まで）
ところ ：  J：COM中央区民センター（中央区久太郎町1-2-27）
内　容 ： 近畿総合通信局、大阪府、大阪市、日本年金機

構、大阪弁護士会、大阪司法書士会、近畿税理
士会などが相談に応じます　　　　　　　
（相談時間：25分以内）

申込み ： 弁護士、司法書士、税理士相談は、9月9日（月）
～19日（木）9：00～17：00（土日祝除く）に電
話にて問合せ先まで

問合せ ： 総務省近畿管区行政評価局行政相談課
 ■☎ 6941-8358  ■ FAX   6941-8988

申込要
無　料

２０２4年9月号　No．３40

資格取得講座の受講費用を一部補
助します 
　大阪府では、離職後1年を超える方や、雇用保険加入
期間１年未満の方などが、就職やスキルアップのために
国の教育訓練給付制度の指定講座を受講する場合に、
その費用の一部（50～75％）を補助する「大阪府スキル
アップ支援金」を実施しています。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。
問合せ ： 大阪府スキルアップ支援金事務局　

 ■☎ 6966-1030

９、10月は行政相談月間です 
　行政相談では、国の行政活動全般に関する要望、苦
情、意見などについて、総務省行政相談センターや行政
相談委員が相談をお受けし、その解決のための助言や
関係行政機関に対する通知などを行っています。
●行政相談委員とは
総務大臣から委嘱された民間有識者で、市民の身近
な相談相手として、皆さんの声を行政に届ける活動を
行っています

●城東区の行政相談委員
冨田準さん、松浦隆行さん、米田道孝さん

●城東区の行政相談
毎月第4火曜日13：00～16：00　　　　　　　　　
詳細は9ページの相談をご覧ください

　「学校の前の歩道と道路の境に穴
があいている」と相談があり、関係機
関に話を持ちかけて、道路の補修に
つながったなどの改善事例がありま
す。「困りごとがあるけど、行政機関
の窓口はちょっと相談しにくい」「ど
こに相談したらよいか分からない」と
考えている方はいらっしゃいません
か。この機会に“行政相談”の存在を
知っていただき、困っていることがあ
れば気軽にご相談ください。
問合せ ： 総務課（総合企画）

 ■☎ 6930-9683 ■ FAX   050-3535-8684

とみたひとし まつうらたかゆき こめだみちたか

冨田準さん

行政相談を知ってもらいたい

市営住宅（空き住戸）の　　　　　
利用団体を募集します 
　市営住宅を拠点として、地域コミュニティの活性化に
貢献する活動を行う団体を募集します。募集団地や使用
料等については、募集要項をご覧ください。
対　象 ： 高齢者支援や子育て支援などを行うNPO等の

団体
申込み ： 11月18日（月）までに応募申請書を持参または

送付にて問合せ先まで
問合せ ： 都市整備局住宅部建設課(団地再生)　　　　

（〒530-8201 北区中之島1-3-20）　
 ■☎ 6208-8424 　　　　　　　　　　　　　
　  ka0042@city.osaka.lg.jp

申込要
有　料

あと 224日!万博まで ※令和6年9月1日時点

問合せ：総務課（総合企画） ■☎ 6930-9683  ■FAX  050-3535-8684 市政・区政に対する
ご意見・ご要望

政策企画室 市民の声       検 索 ➡区公式Ｘ（エックス）大阪市LINE
公式アカウント

予約専用電話 ■☎ 06-6930-9097
※受付時間は下記をご覧ください。
　申込み時に電話が混み合いつながりにくい場合があります。

城東区役所での専門相談 申込要
無　料

と　き：9月12日(木) 13：30～17：00（相談時間：30分以内)
ところ：区役所3階 法律相談室
内　容：就労に関する助言や情報の提供
定　員・申込み：13：30～16：00（受付は15：30まで）

　　　5名（当日先着順）
16：00～17：00（受付は11：00まで。
電話またはファックスにて問合せ先へ）
　　　2名（先着順）

問合せ：地域就労支援センター
0120-939-783 ■FAX  6567-6891

就労相談 無　料

申込要

申込不要

と　き ： 9月24日(火) 13：00～16：00(受付は15：00まで)
ところ ： 区役所3階 法律相談室
内　容 ： 国の行政活動全般に関する苦情や相談(当日先着順)
 問合せ：総務課(総合企画)

■☎ 6930-9683 ■FAX 050-3535-8684

行政相談 申込不要 無　料

弁護士
による相談

と　き ： 9月11日(水)、18日(水)、25日(水)
13：00～17：00(相談時間：30分以内)

内　容 ： 土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・
親権などの相談

定　員 ： 各24名、18日のみ16名(先着順)
申込み ： AI電話で24時間受付

相談日1週間前（祝日の場合はその前開庁
日）の12：00から相談日前日17：00まで

司法書士
による相談

と　き ： 9月4日(水)、10月2日(水)
13：00～17：00(相談時間：40分以内)

内　容 ： 不動産登記、相続、成年後見などの相談
定　員 ： 各18名(先着順)
申込み ： 相談日前日12：30より電話受付

社会保険
労務士
による相談

と　き ： 9月5日(木)、10月3日(木)
13：00～16：00(相談時間：45分以内)

内　容 ： 年金や労働問題、職場でのトラブルなどの相談
定　員 ： 各4名(先着順)
申込み ： 相談日当日9：00より電話受付

宅地建物
取引士
による相談

と　き ： 9月13日(金)、10月11日(金)
13：00～16：00(相談時間：30分以内)

内　容 ： 住宅購入の契約や手付金、賃貸マンシ
ョンの申込みや契約など、不動産に関
する一般的な相談

定　員 ： 各6名(先着順)
申込み ： 相談日当日9：00より電話受付

ところ：区役所3階 法律相談室　
問合せ：総務課(総合企画) 

■☎ 6930-9683 ■FAX 050-3535-8684
(注)9月は行政書士による相談を実施しません。
次回は10月8日(火)です。

予約専用電話 ■☎ 050-1808-6070
(AI電話)

市民法律相談

弁護士
による
日曜法律
相談

無　料申込要

問合せ：大阪市総合コールセンター 
■☎ 4301-7285  ■FAX 6373-3302

と　き ： 9月22日(日・祝) 13：00～17：00
ところ ： 東住吉区役所（東住吉区東田辺1-13-4）
定　員 ： 16組(先着順)
申込み ： 9月13日（金）12：00～21日（土）17：00まで

（24時間受付）AI電話による自動案内
予約専用電話 ■☎ 050-1807-2537

弁護士
による
ナイター
法律相談

と　き ： 9月30日(月) 18：30～21：00
ところ ： J：COM 中央区民センター(中央区久

太郎町1-2-27）
定　員 ： 32組(先着順)
申込み ： 9月29日（日）17：00まで　　　　　　

大阪市行政オンラインシステムにて受付
　　　　※定員に満たない場合、

当日18：00時点の来場者で抽選
(受付は18：00まで)

と　き ： 9：00～17：30(土日祝・年末年始除く)
ところ ： 市役所4階 市民局人権企画課(北区中之島1-3-20)
問合せ ： 市民局人権企画課 

■☎ 6208-7489  ■FAX  6202-7073

犯罪被害者等支援の
ための総合相談

申込不要
無　料

と　き：9：00～17：30（土日祝・年末年始除く）
ところ：区役所3階■35 番窓口
※本市職員による対応となりますので、ご相談の内容によって
は専門窓口をご紹介させていただくことがあります。
問合せ：市民協働課（市民活動支援）

■☎ 6930-9093  ■FAX  050-3535-8685

人権相談 無　料申込不要

相談

相談
気軽に相談してください

●すべて   　　　　 です。
●基本的な感染対策へのご協力をお願いします。 
●発熱や咳などの症状のある方は、相談をお控えください。

市民対象

と　き ： 9月20日（金） 13：30～16：00
ところ ： 区民センター4階 小会議室３（中央3-5-45）
※人権擁護委員とは…法務大臣から委嘱された、人権問題に理解や
　　　　　　　　　  熱意のある地域住民の方
問合せ ： 大阪第一人権擁護委員協議会 

■☎ 6942-1489  ■FAX  6943-7406

人権擁護委員による
特設人権相談

申込不要
無　料


